
議案第７３号

   市道路線の認定について

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により、下記のとおり市

道路線を認定することについて、同条第２項の規定により議決を求める。

  平成２７年２月４日提出

さいたま市長 清 水 勇 人

記

路 線 名 延 長

ｍ

幅 員

ｍ

起   点 終   点 重要な経過地

Ｌ第１２９３号線 40 37 4 00 

さいたま市緑区芝原

一丁目２７番２２地

先

さいたま市緑区芝原

一丁目２７番２５地

先

Ｐ第５９９号線 274 71 

0 

～ 

4 

91 

00 

さいたま市緑区大字

大門字西裏１４９１

番１地先

さいたま市緑区大字

大門字西裏１４４０

番２地先

２２５４６号線 128 15 5 00 

さいたま市見沼区大

字蓮沼字五反田１２

０番５地先

さいたま市見沼区大

字蓮沼字五反田１３

３番２地先

２２５４７号線 119 94 4 00 

さいたま市見沼区大

字大谷字稲荷８１番

１６地先

さいたま市見沼区大

字大谷字稲荷８１番

１９地先

２２５４８号線 13 21 4 00 

さいたま市見沼区大

字南中野字猿花９５

５番２地先

さいたま市見沼区大

字南中野字猿花９５

５番２地先

３２７３０号線 91 50 4 50 

さいたま市西区宮前

町７９３番５地先

さいたま市西区宮前

町７８９番５地先

３２７３１号線 70 93 4 00 

さいたま市西区三橋

六丁目１７５７番４

地先

さいたま市西区三橋

六丁目１７５７番９

地先

４１６９５号線 61 40 5 00 

さいたま市大宮区上

小町６６７番３地先

さいたま市大宮区上

小町６６７番８地先

１ ７ ７ ３ 号 線 165 27 6 00 

さいたま市岩槻区大

字慈恩寺字山口５４

６番１３地先

さいたま市岩槻区大

字慈恩寺字山口５４

６番３４地先

１ ７ ７ ４ 号 線 162 23 6 00 

さいたま市岩槻区大

字慈恩寺字山口５４

６番１７地先

さいたま市岩槻区大

字慈恩寺字山口５４

６番６８地先

３ ５ ９ ６ 号 線 73 73 5 00 

さいたま市岩槻区大

字浮谷字観音２４４

０番１５地先

さいたま市岩槻区大

字浮谷字観音２４４

０番１５地先

３ ５ ９ ７ 号 線 103 98 4 00 

さいたま市岩槻区原

町１４９３番８地先

さいたま市岩槻区原

町１４９３番４地先



路 線 名 延 長

ｍ

幅 員

ｍ

起   点 終   点 重要な経過地

６ ６ ５ ６ 号 線 568 57 

6 

～ 

9 

00 

00 

さいたま市岩槻区大

字尾ケ崎新田字道内

４４１番１地先

さいたま市岩槻区大

字尾ケ崎新田字八町

２８６番１地先

６ ６ ５ ７ 号 線 227 64 6 00 

さいたま市岩槻区大

字尾ケ崎新田字八町

２５１番地先

さいたま市岩槻区大

字尾ケ崎新田字八町

２８２番２地先

６ ６ ５ ８ 号 線 337 77 6 00 

さいたま市岩槻区大

字尾ケ崎新田字八町

２９３番地先

さいたま市岩槻区大

字尾ケ崎新田字八町

２８９番２地先

６ ６ ５ ９ 号 線 83 95 6 00 

さいたま市岩槻区大

字尾ケ崎新田字八町

２９４番地先

さいたま市岩槻区大

字尾ケ崎新田字八町

２９８番地先

６ ６ ６ ０ 号 線 84 15 6 00 

さいたま市岩槻区大

字尾ケ崎新田字八町

２９３番地先

さいたま市岩槻区大

字尾ケ崎新田字八町

２８９番２地先

６ ６ ６ １ 号 線 86 84 6 00 

さいたま市岩槻区大

字尾ケ崎新田字八町

２７７番１地先

さいたま市岩槻区大

字尾ケ崎新田字八町

２８２番１地先

６ ６ ６ ２ 号 線 89 28 6 00 

さいたま市岩槻区大

字尾ケ崎新田字八町

２７６番１地先

さいたま市岩槻区大

字尾ケ崎新田字八町

２７２番地先

６ ６ ６ ３ 号 線 91 66 6 00 

さいたま市岩槻区大

字尾ケ崎新田字八町

２６３番１地先

さいたま市岩槻区大

字尾ケ崎新田字八町

２６７番地先

６ ６ ６ ４ 号 線 95 09 6 00 

さいたま市岩槻区大

字尾ケ崎新田字八町

２６２番２地先

さいたま市岩槻区大

字尾ケ崎新田字八町

２５７番地先

６ ６ ６ ５ 号 線 100 44 6 00 

さいたま市岩槻区大

字尾ケ崎新田字八町

２６２番１地先

さいたま市岩槻区大

字尾ケ崎新田字八町

２５７番地先


